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第

地

点
地
地

の

の

る

市る係に村町市るす

及

に

に

みるは橋
）

高
。

分

真

林

部

厚

安

す

び

保

示

施

る

場

定

限

役

指

に

町

の

みるは橋高
）

備

業

。

に

安保にう

点

よ

点
地

の

地

点
点

点
点

地

地

点

指の林

点

号



北

森
海

林

道

林

務

告

平

法

課

示

成

次
並

第

木立イ

昭

の
び

年

の

和

図
に

ア

村
間

更

所
安

立

町

の
保
変

伐
伐
森
伐

後
木

在
林

主
主

４
場
と

指

ア

イ

主
村
間

施

更
立

町

立
定

変

主
伐
森
伐

業

後
木

木

林安保

３

と

伐

指
の

ア

イ

主
村
間

施
在

立

町

立
定
所

２

伐
伐
森
伐

業
場

木

木

主

更

立
定
所
安

指
の
保
変

イ
業
場
と
後

木
施
在
林

５

」
根

号

月

年

及
室

法

び
市

日

律

役

第

次
所

火

の
及

曜

と
び

号

日

）

お
関

）

」
町

第

り
係

は
役

並度限の採伐

の

、
場

条

法

２

省
に

方の栽植にび

整
係

の

所
し
の

に
と
林
に

指

る
て
備
る

伐
指
て

係
し 採

画
林

採

定

伐
伐
計
森

定 業
れ

種
を
で
は

の

さ
施

採
る
め
次

要
方

た

は
す
定
、 と

的
件
法
定
こ
る
の

目

、
で
伐
り

な
が
準
お

め
と
標

林
に

要

害

。
き
期
と

霧

い

、
し
整
係

件

の

の

の

は
と

更

定

択
て
備
る

変

伐

伐

指

採
画
林

予

採

採

伐
伐
計
森

業

よ
を
で
は

定

の

の

施

に

次

安

要
方

限

る
す
定
、

保

件
法

こ
る
の
度
林

。
る
め 伐

り
次
標

が
準
お

と
標
と

的目たれさ定指てし

で

に

要
所

衆

き
期
と
の
津

公

、
し
整
係

件

の

の

は
と
林 計

森

更

択
て
備
る

変

伐

伐 の

に
採
画
林

予

採

採

伐
伐 す

定
、

保

よ
を
で
は

定

の

度
林

。
る
め
次

安

方

限

る
が
準
お

と
標
と

法

こ
る
の

き
期
と
の
上

で
伐
り
次
川

指

伐

指

件

て

の
要
所
し
の

れ

の
予

さ
施

採
更

定
定

変

的
件

安

目
要

限
保

た
業

定

略
備

の
岸

砂

次
厚

土

度
林

に

そ
い

定

、
置

規

し
え

の

に

、

面
覧

り

図
縦

よ

の
て

係
る

よ

関
す

の

び
供

次

及 類
）

に

書
。

う

北

との次種樹び及間期・

以
る

の

る
齢
す

り
を

保

お

、
も

は
の

備

木
上
。

防

立 の
。

木
る

立
す

該
と

当
の

標

る
齢
す
と
郡

るす在所

町

木
上
。
り
津

立
以
る
お

、
も

す

は
の

と

す

図

該
と

。
の

当
の

る
次 部

所

す

の
。

示

木
る

に

立

と
郡

る

に

健保の

す

分

在

り
子

立
以
る
お
弟

る
齢
す

も

す
町

は
の

と
屈

木
上
。

当
の

る

、 木
る

図

立
す

の

該
と

。
次 分

す

部

在

す

所

示

の
。

に

り
中

壊

お
浜

崩

と
郡

の

る

す

防

と
町

の

部す示に図
。
の

る
次

備

支

の

係

林

関

安

に分

海

部

業

済

施

経

定

庁

指

道

４
イ

公

指
安

。るすと

る係に村町市

町

立
定
林

３

市

イ

ア

指
安
保
変

。

町

る

市

限

立
定
林
安

立

２

市る係に

）

村
ア

に

定
林
安

立

町

指
安
保
変

る係

）

に

。

村

る

町

限

市 市 ア

イ

）。る限

安

立

町

立

保
変

要

１ 定
林

変
成

指
安

を
平
件

森
伐

業
所

木

村
間

施
の

更

の

林
に

要
在

報

変

備
る

の
所

伐

整
係

件
場

で
は

に
の

画
林

更
採

計
森 の

度
保

め
次

る
限

定
、

係

採伐てしと伐主
標
と
る

主

更

が
準
お

とこるすを

業
所
と

伐

後

木

木

施
の
林

場
て

、

の

の

要
在
し
の

は 伐

定

の
所
指

択

伐

伐
指

件
の

の

更

さ
施

に

採

採

変

定
要

限

方

係

た

る

業

に

れ

よ

伐間
度
保

的
件
法

る

目

。

との次、は林森る係に

後
木

施
の
林

主
主
村

更

お

の

は
と
林

業
所
と

伐
伐
森

件
場
て

、
し
整

の

要
在
し

計

定

の
所
指

択
て
備

伐
指

さ
施

に
採
画

採

変

定

伐
伐 す

定

業

に

れ

よ
を
で

の

更 る

目

。
る
め

要
方

係

た

る
が
準
と
標

保

的
件
法

こ
る

伐

後
木

木

林

主
主
村
間

更
し
の

は
と
林
に

と

伐
伐
森

伐

伐

指
て

、
し
整
係

の

の

伐
伐
計
森

定
指

択
て
備
る

の

さ
施

に
採
画
林

採

採

定

す
定
、

業
れ

よ
を
で
は

の

目

。
る
め
次

要
方

限

た

る
と
標
と

的
件
法

こ
る
の
度

が
準
お

要
在

る
５

業
所

す
年

施
の

件
場

。
月

松

保る係に更変

日

の
所

す
と
郡

期
と
の
前

伐
り
次

町

上
。
り
島

以
る
お
福

齢 も

す

の

と

る

に

す

図

と

。
の

の

る
次

。

示

第

該当、は木立るきで

す部

所の木立

と
郡

き

の
前

つ

次
松

魚

在

すと
町

り
島
お
福

とり

す示に図
。
の

る
次

き
期

松

土

で
伐

部

。るす

福

崩

立
以

郡

の

る
齢

前

砂

、
も

町

の

は
の

島

壊

木
上

防

図

立
す

の

該
と

次

備

当
の

部

在

す

所

示

の
。

に

木
る

砂

き
期
と
の

土

で
伐
り
次

流

立
以
る
お

の

る
齢
す
と す

の

は
の

と

出

木
上
。
り

該
と

。

備

当
の

る

防

、
も

前松

在所の
。

木
る

立
す

町島福郡
知
す

道
示
海
に

北
図の次

分

事
部

に る限 。

号

）

分

市る係に村町市るす

市

に

る

分

す

）。る限に

市る係

）

に

。

村

る

町

限

分

市る係に村町市るす

みるは
）。

橋
る限

高
に



の
林
更

林
安

立

安
保
変

ア

７
所
と
後
木

指

ア

イ

主
村
間

施

更
立

町

立
定

変

６

伐
伐
森
伐

業

後
木

木

主

指
安
保

イ
間
木
施
の
林

町

立
定
林
安

森
伐
の
業
所
と

中
そ
主
村

５

頓
の
伐

イ

ア
更

立
定
林
安

立

指
安
保
変

施
の
林

次

伐

業
所
と

の

後

木

木

間

ア

保
変

平

安

立

町

成

林

主
主
村

更
と

伐
伐
森

後
木

年

所
指

伐
指

場
て

の

在
し
の

方

た
業
れ

の

さ
施
採

定
定

林
に

要

砂土的
件
法

目
要

、
し
整
係

件

の

の

の

は
と

変

定

択
て
備
る

の

伐

伐

指

採
画
林

更

採

採

伐
伐
計
森

業

よ
を
で
は

に

の

の

施

に

次

る

要
方

限

る
す
定
、

係

件
法

こ
る
の
度
保

。
る
め 伐

り
次
様

が
準
お

と
標
と

伐
要
在
し

き
期
と
の
似

で

整
係
採
件
場
て

他
と
林
に

森
て
備
る
の
の
所
指

の
し

度
更

さ

林
伐
計
森
限
変

定

を
で
は
並
に

れ

に
採
画
林

る

目

い
す
定
、
び
係

た

つ

る
の
植
保

的

て
る
め
次
に

準
お
の

、
と
標
と
栽

は
こ

別
伐
で
伐
り
方
枝

土

主
が

町

砂

に分部す示に図の次

し
の

森
限
に
き
期
と
法
幸

伐
指

件
場
て

林

の

の

要
在

採

変

定

つ

定

の
所
指

に

伐
に

れ

て

の

の

更

さ
施

い

採
る

目

、

要

限

方

係

た

は

業
土

、は伐

度
保

的
件
法
主

次、は林森る係に
次
枝

林
と
の
幸

砂

択

りおとの

し
の

は
と

５

て

、
し
整

の

月

指

択
て
備

伐
指
定

伐
伐
計

定

日

さ
施

に
採
画

採

れ

よ
を
で

の

火

た

る
す
定

業

曜

目

。
る
め

要
方

日

的
件
法

こ
る

）

衆

き
期

公

で
伐

が
準

と
標

齢
す
と
郡

備防の出流の

上
。
り
似

立
以
る
お
様

る 、
も

す

は
の

と
町

木
す

図

該
と

。
の

当
の

る
次 部

所

す

の
。

示

木
る

に

立

齢
す
・
郡

の

る

に

す

分

在

壊

る
立
以
る
期
中

崩

係
る

の

及
別

の

伐
木
上
。
間
頓

樹

備

種
、
も

び
町

防

採
は
を
当
の

図

め
立
す

の

定
該
と

種
次

の
示

い
の
。

次
に

な
木
る

。る

す

お
部

在

と
す

。
所

流

に

と
郡

の

伐

る

り
分

）

と
別

の

る

り
頓

出

よ

お
中

る

備

す
町

防

。

るす

部す示に図の
。
次

木
上

保

立
以

の

る
齢

分

。
す

該
と

当
の

、
も

は
の

健

す在所の
。

木
る

立

北

３

は

森
第
、
旨

条
で
要

る

限

第
の

平

法

法
項

、

林

同

市る係に

）

村

。

町

る

市

海北

林

道

イ

務

告

課

示

町

す
限

市

と
に

町

立
次
及

市る係

）

に

。
。

村

る
る

９
イ

ア

指
安
保
変

。る限に

町

立
定
林
安

立

８
）

ア

立
定
林
安

立

イ
指
安
保
変

村町市

海

市る係に

公道

町

昭
規

成

定
和
に

年
条

道
定

法
る

海
規

年
よ

北
の

林

示
よ

第
安

告
に

律
保 の

第
り

号

、
指
そ

）

の

施
の

第

号

定 業
通知

条

と

第

木

主
村
間

の
び

伐
森
伐

図
関

の

と
林
に

」
係

号

備
る

び
役

伐

し
整
係

及
町

採

伐
計
森

場

て
で
は

の
備

の

採
画
林

次
に

次

お
置

限

す
定
、

と
え

を

」
て

こ
る
の
度
り
い

る
め

主

更

が
準
お

は
縦

と
標
と

所
と

伐

後

木

木

間

施
の
林

の

の

に

要
在
し
の

は

伐

業

指

択

伐

伐
指

係

件
場
て

、

採

採

森

変

定

伐

定

る

の
所

に

れ

よ

の

の

林

更

さ
施

に 。

要

限

方

、

係

た

る

業

は との
度
保

的
件
法

次

る

目

め定で画計備整林森村

施
の
林

主
主

更

準
お
標る

の

は
と

業
所
と

伐
伐

後
木

指

件
場
て

、
し

の

要
在
し 定

伐
伐

定

の
所
指

択
て

伐
よ
を

の

更

さ
施

に
採

採

変

る

要
方

係

た

る
す

業

に

れ

木

と

保

的
件
法

こ

る

目

。

主
村
間

が

度限の採伐の
に

の
似
の
伐
森
伐

次
様
そ

森
町
他
と
林

報

林

の
し
整
係

林
伐
計
森

に
次
森
て
備
る

で
は

い
図
に
採
画
林

つ
の

は
示
い
す
定
、

て
に
つ
を

は
こ
る
の

、
す
て
る
め
次

準
お

伐
分
、
と
標
と

主
部

り

件
の

の

お

要

は
に
主
が

を

び

あ

変
容

及

で

の
内

３

。

の
中

第

る

更 通
頓

項
係
役

６
に
町

第
知
別

条

示

い
の
掲

お
次
の

に
る
場

の
省
に

で
伐
り
次
、
覧

者

す

る
齢
す
と
略
供

き
期
と

上
。
り
、
る

立
以
る
お
し

も

す
の
）

は
の

と
そ
。

木

及

該
と

。
面

当
の

る
図

、 所

係

の
。

関

木
る

び

立
す

と
の
似

衆

り
次
様

公

在

書

似

健

る
お
様

保

す
と
郡

の

すと
町

。
り

期伐

す示に図
。
の

る
次

。るすとのもの上以齢

郡

の

る

似

害

き

様

風

で

部

、

町

は

似

備

木

様

防

立

示

の

に

木

図

立

の

該

次

当

るすとりおとの次
す

所

と

、
限
伐
で
伐
り

部

在

。

。
係
る
齢
す

択
る
に
き
期

木
上
。

に
）
る
立
以
る

伐 。

種
、
も

る

採
は
の

よ

伐

る

め
立
す

定
該
と

を
当
の

。
所
い
の
。

な
木

第

在

す
在
掲

用
所
に

準
の
場

て 法

。
分
る

同
不
す

る
が
示

の
の
な
第

そ
明

村

支

町

係

市

関

る

を

す

類

に分

市

部

る

済

係

経

に

庁

限

市

に

る

分

す

）。る限

す

市る係

）

に

。

村

る

町

市る 町村

号

る係に 市



の
か
平

道

そ
日の

１

平

関
ら
成

路

成

の

係
２
図
週
年

種

年

更
面
間
５

類

北

道
し

海

、

道

道

道

同
路

道

道

告

条
法
示

上

直

第

第

２

別

昭

士

の

和

幌

北

道
そ
日

路
道

海

路
の
か
平

道

道

法
関
ら
成

告

幕

係
２

示

昭
図
週
年

線

第

和
面
間
５

別

幸

幸

枝
子
枝
枝
枝

枝

浩

悟
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郡
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町
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２
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２

４
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７
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９
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現
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に

に

に

に
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を
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落

落
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落
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用
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５
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落
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又
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磯
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仁
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６
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児
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磯
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磯
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／
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落
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５
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落

落
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光
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５
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３
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児
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６

７
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２

３
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５
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藤
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梗
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を
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５
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台
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＋
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＋
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＋
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３
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委
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自
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９
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６
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７
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６
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付
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５
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台
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２
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、
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。
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又
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齢
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台
台
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台
台
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台
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台
台
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。
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、
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を
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を
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又
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２
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の
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。
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２
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５
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ベ
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、

下

体機型 せいだ

型

お
格

役
役

達
に
資

定

つ
型

、

の
約

の

す
い
は

務
務

を

種
調

る
て

は
平

手

定
が
に

類
達

特
道

の

成

務
結
め

、
続

役
締
定

の
し
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５
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６
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を
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が

の

成

の
プ
な

部

と
場

の

下

２

大
）
い

３

以

講

普

北

自
す
合

項

の

年

型

道

二
。
に

習

通

海

動
る
等

習
月

者

自

告

講

実
示

施
日

習

第

規

実

程

施

号

改

部

を

一

部

の

一

程

の

規

機

機

、
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を
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又
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を
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３
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自
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に
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４
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仕
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先
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５
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に
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を
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